
 

京都市告示第   号 

 児童福祉法第２１条の５の１９第２項の規定により，指定障害児通所支援事業者から次

のとおり廃止の届出がありました。 

  平成２９年４月１０日 

京都市長 門川 大作   

 

申請者名称 
サービス 

種別 

事業所名及び 

事業所番号 
事業所所在地 廃止年月日 

株 式 会 社 

ソ ラ ヒ ロ 

放課後等デイ

サービス 

そらひろ あお

い 

2 6 5 0 6 0 0 1 3 9 

京都市左京区北白川

上別当町３番地７ 

ＭＢＣアンバーハウ

ス１階 

平成 29 年 3 月

31日 

 

（保健福祉局障害保健福祉推進室） 

 

７０


